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農業に伴う廃棄物の適正な処理

事業系廃棄物は次のように分類されます。

事業系廃棄物の処理方法（基本有料）

（１）産業廃棄物
　　　・廃農薬、廃プラスチックは、地域のＪＡの回収事業を利用しましょう
　　　・産業廃棄物収集運搬業者に処理を依頼するか、
　　　　自己搬入で産業廃棄物処理業者に持ち込み処分します
　　　・個人で処理を依頼する場合は、返送されるマニフェスト（Ａ，Ｂ２，Ｄ，Ｅ票）を
　　　　５年間保管しましょう
（２）事業系一般廃棄物
　　　・一般廃棄物収集運搬業者に処理を依頼するか、
　　　　自己搬入で地域のゴミ処理場やリサイクル施設に持ち込み処分します
　　　・リサイクルできるもの（資源ごみ）は分別して持ち込みましょう

廃棄物置き場の設置

廃棄物を処理するまでの一時保管場所を設置し、分別保管しましょう

事業系廃棄物

（１）産業廃棄物（事業活動に伴って生じた廃棄物であって、法で規定された21種類の廃棄物）
　　　・廃油：農業用機械の廃潤滑油、燃料等の残り
　　　・廃農薬：期限切れ農薬等
　　　・廃プラスチック：ハウス用ビニール、トンネルやマルチ用農ポリ、 波板、育苗箱、
　　　　肥料や農薬の空袋・プラボトル等
　　　・金属くず：ハウス用パイプ等、釘、針金、機械部品等 など
（２）事業系一般廃棄物（事業活動に伴い生じた廃棄物で産業廃棄物以外のもの）
　　　・紙類、段ボール類、作物残渣（摘葉、栽培終了後の株等）など

以下に注意！

● 廃棄物の処理を委託する場合は、廃棄物処理業の許可を受けた業者に委託しましょう
　 無許可の業者に委託すると懲役または罰金に課せられます
● 「不法投棄」「不法埋め立て」は法律で禁止されています
　 また「野焼き」も一部例外を除き原則法律で禁止されています

一般家庭の日常生活で生じる廃棄物（家庭系廃棄物）と農業の生産活動により
排出される廃棄物（事業系廃棄物）とは、区別して処理することが法に基づき
義務付けられています。
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完熟堆肥と原料や製造途中の堆
肥が触れないように区分け管理
をしましょう




